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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ディスクを回転する回転部と、
　前記回転部の回転速度に応じた検出信号を出力する検出部と、
　システムクロックを第１の分周比で分周して第１のクロック信号と、前記システムクロ
ックを第２の分周比で分周して第２のクロック信号とを生成し、前記検出部からの検出信
号を前記第１クロック信号でカウントしたカウント結果と、前記第２クロック信号でカウ
ントしたカウント結果とを所望のカウント結果と比較してそれぞれのカウント差を生成し
、このカウント差に応じて前記第１クロックの値を調整し、調整されたクロック信号によ
って前記検出部からの検出信号を測定した測定結果に応じた第１制御信号を生成する第１
生成部と、
　前記光ディスクにレーザ光を照射しこの反射光を受光して、反射光に応じた再生信号を
出力する光学ヘッド部と、
　前記光学ヘッド部からの再生信号に応じて第２制御信号を生成する第２生成部と、
　前記第１生成部からの第１制御信号又は前記第２生成部からの第２制御信号を受け、一
方に基づいて、前記回転部の回転数を制御する制御部と、
　を具備することを特徴とする光ディスク装置。
【請求項２】
　前記制御部は、再生信号信頼性判断部を有しており、前記再生信号信頼性判断部が前記
光学ヘッド部からの前記再生信号の信頼性が所定値より低くなった又はなくなったと判断
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した場合、前記第２生成部による前記第２制御信号から前記第１生成部による前記第１制
御信号へと切り換え、これにより前記回転部の回転数を制御することを特徴とする請求項
１記載の光ディスク装置。
【請求項３】
　前記第１生成部で用いる第２のクロック信号の第２の分周比は、前記光学ヘッド部が前
記光ディスクの内周から外周へ移動する場合は、前記第１クロック信号の分周比よりも大
きく設定し、前記光学ヘッド部が前記光ディスクの外周から内周へ移動する場合は、前記
第１クロック信号の分周比よりも小さく設定することを特徴とする請求項１記載の光ディ
スク装置。
【請求項４】
　前記第１生成部では、前記光学ヘッド部が内周から外周に移動するか、外周から内周に
移動するかの判断は、前記光学ヘッド部の前記再生信号に応じた属性情報に応じて判断す
ることを特徴とする請求項１記載の光ディスク装置。
【請求項５】
　光ディスクを回転する回転速度に応じた検出信号を取得し、
　システムクロックを第１の分周比で分周して第１のクロック信号と、前記システムクロ
ックを第２の分周比で分周して第２のクロック信号とを生成し、前記検出信号を前記第１
クロック信号でカウントしたカウント結果と、前記第２クロック信号でカウントしたカウ
ント結果とを所望のカウント結果と比較してそれぞれのカウント差を生成し、このカウン
ト差に応じて前記第１クロックの値を調整し、調整されたクロック信号によって前記検出
信号を測定した測定結果に応じた第１制御信号を生成し、
　前記光ディスクにレーザ光を照射しこの反射光による再生信号に応じて第２制御信号を
生成し、
　前記第１制御信号又は前記第２制御信号を受け、一方に基づいて前記光ディスクの回転
数を制御することを特徴とする光ディスク処理方法。
【請求項６】
　前記再生信号の信頼性が所定値より低くなった又はなくなった場合、前記第２制御信号
から前記第１制御信号へと切り換え、これにより前記光ディスクの回転数を制御すること
を特徴とする請求項５記載の光ディスク処理方法。
【請求項７】
　前記第２のクロック信号の第２の分周比は、前記レーザ光を照射する光学ヘッド部が前
記光ディスクの内周から外周へ移動する場合は、前記第１クロック信号の分周比よりも大
きく設定し、前記光学ヘッド部が前記光ディスクの外周から内周へ移動する場合は、前記
第１クロック信号の分周比よりも小さく設定することを特徴とする請求項５記載の光ディ
スク処理方法。
【請求項８】
　前記レーザ光を照射する光学ヘッド部が内周から外周に移動するか、外周から内周に移
動するかの判断は、前記光学ヘッド部の前記再生信号に応じた属性情報に応じて判断する
ことを特徴とする請求項５記載の光ディスク処理方法。
【請求項９】
　システムクロックを第１の分周比で分周して第１のクロック信号と、前記システムクロ
ックを第２の分周比で分周して第２のクロック信号とを生成し、光ディスクの回転速度に
応じた検出信号を受けこれを前記第１クロック信号でカウントしたカウント結果と、前記
第２クロック信号でカウントしたカウント結果とを所望のカウント結果と比較してそれぞ
れのカウント差を生成し、このカウント差に応じて前記第１クロックの値を調整し、調整
されたクロック信号によって前記検出信号を測定した測定結果に応じた第１制御信号を生
成する第１生成部と、
　前記光ディスクから読み取った再生信号を受け、これに応じて第２制御信号を生成する
第２生成部と、
　前記第１生成部からの第１制御信号又は前記第２生成部からの第２制御信号を受け、一
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方に基づいて、前記光ディスクを回転させるための制御信号を出力する制御部と、
　を具備することを特徴とする回転制御回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光ディスクスピンドルモータの回転制御を行なう光ディスク装置に関し、
特に、エンコーダ信号と光ディスク再生信号との両者により回転制御を行なう光ディスク
装置と回転制御回路及び光ディスク回転制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の光ディスク装置において、スピンドルモータ（ディスクモータ）の回転制御は、
ＦＧなどの回転モータのエンコーダを用いて制御されるのが一般的である。その制御は、
ＦＧの到来タイミングが所定の間隔となるように、到来間隔を内部のカウンタでカウント
し、このカウント値が設定した値となるように制御するいわゆる周波数制御である。
【０００３】
　又、より詳細な回転制御を行うためには、ディスクから再生される再生信号を用いた制
御が行われる。この制御では、再生信号に含まれるタイミング信号の到来タイミングをＦ
Ｇの代わりに用いるが、再生信号が安定しない初期的な加速・減速制御のためには、ＦＧ
を用いた回転制御が不可欠である。一般的には、このような詳細な回転制御の前に、ＦＧ
を用いた回転モータのエンコーダを用いた回転制御を行って、再生信号を用いた詳細な回
転制御が可能な領域に入ると再生信号による回転制御に切り替えられていた。この再生信
号による詳細な回転制御にいったん切り替えられると、光学ヘッドによるディスクの再生
位置を大きく変えて結果的に回転周波数を大きく変化させる指令がくるまで、再生信号に
よる詳細な回転制御は継続される。詳細な回転制御は、ディスクからの再生信号を用いる
ため、再生信号の信頼性が低くなるとこの回転制御は不安定となる。しかし、この回転制
御を安定化するには、再生信号を補完して信頼性の低下の影響を緩和するなど、結局再生
信号に頼った方法しかなく、再生信号を用いずに回転制御を安定化することができない。
【０００４】
　これに対して、特許文献１においては、ＦＧロック信号と、再生信号であるウォブル信
号とを信頼性に応じて適宜切り替えることで回転制御を行なう技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－９３０３４号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した特許文献１の従来技術においては、与えられるＦＧ信号の扱いは、光
学ヘッドの半径位置に基づく値の変化を考慮したものではないので、十分に正確な速度認
識を行なうことができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、再生情報に信頼性が一時的になくなっても、現在の光学ヘッドの半径位置を
考慮して確実に光ディスクの回転制御を行なうことができる光ディスク装置及び光ディス
ク回転制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る一実施形態は、光ディスクを回転する回転部と、前記回転部の回転速度に
応じた検出信号を出力する検出部と、システムクロックを第１の分周比で分周して第１の
クロック信号と、前記システムクロックを第２の分周比で分周して第２のクロック信号と
を生成し、前記検出部からの検出信号を前記第１クロック信号でカウントしたカウント結
果と、前記第２クロック信号でカウントしたカウント結果とを所望のカウント結果と比較
してそれぞれのカウント差を生成し、このカウント差に応じて前記第１クロックの値を調
整し、調整されたクロック信号によって前記検出部からの検出信号を測定した測定結果に
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応じた第１制御信号を生成する第１生成部と、前記光ディスクにレーザ光を照射しこの反
射光を受光して、反射光に応じた再生信号を出力する光学ヘッド部と、前記光学ヘッド部
からの再生信号に応じて第２制御信号を生成する第２生成部と、前記第１生成部からの第
１制御信号又は前記第２生成部からの第２制御信号を受け、一方に基づいて、前記回転部
の回転数を制御する制御部とを具備することを特徴とする光ディスク装置である。
【発明の効果】
【０００８】
　上述した光ディスク装置においては、再生信号が高い信頼性を示しているときは、再生
信号に応じた回転数で光ディスクの回転モータを回転させるべく、再生信号系回転制御信
号を選択的に出力するものである。又、再生系の信頼性が低くなった場合は、エンコーダ
からの検出信号に基づく回転制御系回転制御信号を供給するものである。
【０００９】
　このとき、回転制御系回転制御信号は、光学ヘッドの半径位置に対応するべく複数のク
ロック信号でカウントしたカウント結果の差に応じて、更に補正したカウント値に応じた
制御信号を出力するものである。これにより、光学ヘッドの半径位置に応じた適切な値と
なったエンコーダ信号に基づく制御信号を、回転モータ駆動制御回路に供給することが可
能となり、再生系の信頼性が低くなった場合でも光学ヘッドの半径位置に応じた適切な回
転制御信号が供給されるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　ここで、図１は、本発明の一実施形態に係る光ディスク装置の回転制御回路の構成の一
例を示すブロック図、図２は、本発明の一実施形態に係る光ディスク装置の全体構成を示
す全体図、図３は、本発明が適用されない光ディスク装置の回転制御回路の構成の一例を
示すブロック図、図４は、本発明の一実施形態に係る光ディスク装置の回転制御回路のエ
ンコーダ信号の二つのエッジ間隔を測定する際のタイミングの一例を示すタイミングチャ
ート、図５は、同じく、光学ヘッドの半径位置に応じたエンコーダ信号のエッジ間隔と再
生信号に含まれる回転同期信号との関係の一例を示すタイミングチャート、
図６は、同じく、第１のエッジ間隔測定器と第２のエッジ間隔測定器の動作の一例を示す
タイミングチャート、図７は、同じく、光学ヘッド移動方向に応じて分周比を変更する際
のフローチャート、図８は、同じく、再生信号の信頼性に応じて出力を切り替える際のフ
ローチャートである。
【００１２】
　＜本発明に係る回転制御方式の概要＞
　初めに、本発明に係る回転制御方式の概要を説明する。本発明に係る回転制御方式は、
図１及び図２に示すように、光ディスク装置が処理対象とする光ディスクの回転モータ５
７を駆動する回転モータ駆動制御回路５５に、制御信号を供給する回転制御回路５４を提
供するものである。ここで、光ディスク装置は、図２において、光ディスク５１を保持し
て所定回転数で回転させる回転モータ５７と、この回転モータ５７に同軸であり回転数に
応じたＦＧ信号を供給するエンコーダ５６と、光ディスク５１にレーザ光を照射しこの反
射光を受光して検出信号を出力する光学ヘッド５２と、これに接続された半径位置エンコ
ーダ５８と、光学ヘッド５２からの検出信号を受けて、再生信号を出力し、又、ウォブル
信号とタイミング信号とを供給する再生信号処理回路５３と、更に、エンコーダからＦＧ
信号、再生信号処理回路５３からウォブル信号、タイミング信号を供給される回転制御回
路５４と、回転制御回路５４から制御信号を受けて、回転モータ５７をッ駆動する回転モ
ータ駆動制御回路５５とを有している。ここで、回転制御回路５４は、再生信号系回転制
御回路１８と、回転信号系回転制御回路１９と、両者の信号を受けて選択した制御信号を
出力する出力切替部５９とを有している。
【００１３】
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　（回転制御回路の概要）
　ここで、回転制御回路５４は、図１に示すように、再生信号処理回路５３からウォブル
信号及びタイミング信号を受け、再生信号系制御信号を出力する再生信号系回転制御回路
１８と、クロック信号と回転モータ５７のエンコーダ５６からＦＧ信号を与えられエンコ
ーダ系制御信号を出力する回路信号系回転制御回路１９とを有しており、両者の信号を受
けて選択した制御信号を出力する切替部５９を更に有している。
【００１４】
　ディスクの回転周波数は、回転線速一定で制御される場合、ディスクの半径位置に応じ
て異なってくる。この半径位置に依存した回転制御のためには、ディスクそのものから再
生される再生信号が所定クロックに同期するように制御されるが、再生信号は、種々の外
乱によって信頼性を失うことがある。信頼性を失った再生信号を用いて回転制御を行うと
、正規の回転数での制御が行われることがなくなり、結果として再生信号の品位が下がり
、信頼性がますますなくなってしまうという悪循環に陥る。このため、再生信号の信頼性
が失われた場合には、再生信号と関係のない信号を用いた回転制御に切り替えられる。こ
のとき、半径位置に応じて回転数が変化するため、信頼性をなくした時点での回転数を、
再生信号以外の手段でモニタすることは難しい。
【００１５】
　こうした問題に対し、再生信号で回転制御すると同時に、再生信号と関係のないＦＧ信
号を用いても周波数検出と目標とすべき周波数に対する周波数誤差検出を行っておく。周
波数検出回路のカウンタ回路のカウントクロックは、一般にシステムクロックを分周して
生成される。ＦＧ信号を用いて半径位置に応じて回転数を変えたい場合、この分周比（Ｆ
ＧＤＩＶ）を目標回転周波数に応じた所定の値とすることで、所望の回転数で到来するＦ
Ｇ間隔のカウント値（ＦＧＩＴＶＬ）を、一定の値（ＦＧＣＮＴ）とするように制御する
ことができる。そこで、再生信号を用いて回転制御を行っている場合でも、ＦＧの到来間
隔を測定し、ＦＧＩＴＶＬとして得られたカウント値と目標とするＦＧＣＮＴとの差分を
算出する。一方同時に、分周比が１だけ大きい（ＦＧＤＩＶ＋１）の場合のＦＧＣＮＴと
ＦＧＩＴＶＬとの差分値も算出しておく。この２つの差分値を比較し、差分値が現在の分
周比ＦＧＤＩＶの場合より、（ＦＧＤＩＶ＋１）の場合のほうが小さいときには、バック
アップとして動作させているＦＧ回転制御系のクロック生成のための第１の分周比をＦＧ
ＤＩＶ＋１とする。
【００１６】
　分周比ＦＧＤＩＶの場合と、分周比（ＦＧＤＩＶ＋１）の場合では、カウントするクロ
ックは分周比ＦＧＤＩＶの場合が速いクロックとなる。回転線速一定で内周から外周へ信
号再生しながら光学ヘッドがトレースしていく場合、ＦＧ到来間隔は徐々に遅くなる。徐
々に遅くなる時間間隔をカウントした結果のカウント値が常に一定となるためには、カウ
ントクロック自体は徐々に遅いクロックとなる必要がある。このため、上記のクロック選
択アルゴリズムによれば、分周比が徐々に大きくなっていくことになる。本制御回路では
、この分周比の適宜追従を適切に行って、再生信号の信頼性がなくなっても回転制御が暴
走することなしに、すみやかに再生信号と関係のないＦＧ信号を用いた回転制御に遷移さ
せ、再生信号の信頼性が向上したときには、再び再生信号を用いた回転制御に遷移させる
。
【００１７】
　（構成及び機能説明）
　・再生信号系回転制御回路
　初めに、再生信号系回転制御回路１８の構成及び機能を説明する。図１の再生信号系回
転制御回路１８において、システムクロックが再生信号用クロック分周器１に入力され、
所定の分周比のクロックとなった後、インターバルカウントクロック生成器２によって更
に分周されて再生信号に含まれる回転同期信号の間隔をカウントするインターバルカウン
トクロックが生成される。一方、ウォブル信号や再生信号のタイミング信号などの再生信
号に含まれる回転同期の信号は、再生信号選択回路３に入力され、間隔が測定される信号
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が選択された後、再生信号前処理器４にて、２値化などされて間隔の測定に適した処理を
されて、エッジ間隔測定器５に入力される。
【００１８】
　このエッジ間隔測定器５では、再生信号前処理器４の出力信号のエッジ間隔をインター
バルカウントクロックにてカウントし、カウント値（ＲＩＴＶＬ）を得る。このカウント
値は、所望の回転数に応じてカウント値の目標値（ＲＣＮＴ）の形でカウント初期値設定
回路６によって与えられる値からダウンカウントされ、カウント値（ＲＩＴＶＬ）が目標
値と同じであればゼロとなるカウント差が得られる。すなわち、カウント差検出器７によ
って、その両者の差（ＲＣＮＴ－ＲＩＴＶＬ）が得られる。この差は、周期誤差に相当し
、この誤差が大きすぎないかなどの状態が制御状態判断回路９によって判断され、所定範
囲内の誤差であれば、そのまま再生信号系出力演算回路１０に出力される。一方、その周
期誤差をカウント差積分器８によって積分することで、位相誤差も検出でき、同じく再生
信号系出力演算回路１０に入力され、制御状態に応じてその値も周期誤差に加算されて再
生信号系回転制御回路１８から出力される。
【００１９】
　本実施形態では、この再生信号系回転制御回路１８の出力が出力切換え器１１にて、切
換え・選択される。出力切換え器１１にて再生信号系回転制御回路の出力が選択されたと
きには、その出力が初期値等補償回路１２とオーバフロー検出器１３に入力されて、オー
バフローしない値が、初期値補償されてフィルタ回路１４に入力され、制御出力回路１５
を経て、回転モータ駆動制御回路５５に出力される。以上が再生信号系回転制御回路１８
の機能である。
【００２０】
　・回転信号系回転制御回路（バックアップ回路）
　次に、本発明の一実施形態である回転信号系回転制御回路１９について、以下に述べる
。本発明が適用されない図３に示す回転制御回路においては、本発明のように複数のクロ
ックを用いた比較処理を行なっていないので、光学ヘッドの半径位置に応じた最適のクロ
ック値でエッジ間隔を測定することはできない。
【００２１】
　すなわち、本実施形態の回転制御回路５４の回転信号系回転制御回路１９に関して、以
下にその構成及び機能を説明する。まず、図７の判断フローチャートに応じて、システム
クロックなどのクロックが第１のＦＧ用クロック分周器２１に入力され、現在の光学ヘッ
ドの半径位置に応じた分周比（ＦＧＤＩＶ）によってクロックを分周した後、第１のイン
ターバルカウントクロック生成器２２によってインターバルカウントクロックが生成され
る（Ｓ１１）。一方、回転モータ５７に併設されたエンコーダ５８の出力（ＦＧ）は、エ
ンコーダ信号前処理器２３に入力されて、２値化などされた後、第１のエッジ間隔測定器
２４に入力される。この第１のエッジ間隔測定器では、第１のインターバルカウントクロ
ックで、エンコーダ信号前処理部からの出力信号のエッジ間隔をカウントし、光学ヘッド
の位置に応じて所望のカウント初期値として初期値設定回路２５から与えられるカウント
値（ＦＧＣＮＴ）からダウンカウントされる。結果として第１のカウント差検出器２６は
、エンコーダ信号の到来間隔から、所望の回転数との周期ずれを検出し、第１のカウント
差検出器の出力として、エンコーダ系出力演算回路２９に出力する。このときカウント差
が大きすぎないか、制御状態判断回路２８で判断し、またカウント差は制御状態判断回路
２８の結果に応じてカウント差積分器２７に入力されて、位相制御も行われる。
【００２２】
　更に、エンコーダ信号前処理器２３の出力は、第２のエッジ間隔測定器３３に入力され
る。この第２のエッジ間隔測定器３３には、第１のＦＧ用クロック分周器に入力されたク
ロックが同じく入力される第２のＦＧ用クロック分周器３１によって分周された信号が、
第２のインターバルカウントクロック生成器３２を経由してカウントクロックとして入力
される。
【００２３】
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　この第２のＦＧ用クロック分周器３１の分周比は、光学ヘッドの移動方向に応じて（Ｓ
１２）、第１のＦＧ用クロック分周器の分周比（ＦＧＤＩＶ）より大きい、例えば（ＦＧ
ＤＩＶ＋１）の分周比、又は小さい、例えば（ＦＧＤＩＶ－１）の分周比となるように設
定されている。光学ヘッドが内周から外周へ移動する場合には、この第２のＦＧ用クロッ
ク分周器３１の分周比はＦＧＤＩＶより大きい値が選択され（Ｓ１３）、外周から内周へ
の移動の場合は小さい値が選択される（Ｓ１４）。このように第１のエッジ間隔測定器と
は異なるクロックでダウンカウントされて得られたカウント差は、第２のカウント差検出
器３４によって検出される。ここで、第１のカウント差検出器の結果のカウント差の絶対
値と、第２のカウント差検出器の結果のカウント差の絶対値は、カウント差比較回路によ
って比較される（Ｓ１５）。
【００２４】
　ここで、第２のカウント差検出器の出力として得られる第２のカウント差の絶対値が、
第１のカウント差の絶対値よりも小さい場合（Ｓ１６）、第２のカウント差のほうが小さ
いと判断される。この結果、枠内の再生信号による回転制御系が、光学ヘッド半径位置の
移動により回転周波数が変化して、バックアップ回路としても回転制御の定数を変化すべ
きであると判断する。この判断がされると、第２のＦＧ用クロック分周器３１の分周比が
第１のＦＧ用クロック分周器の分周比として改めて設定される（Ｓ１７）。同時に、第２
のＦＧ用クロック分周器３１の分周比は、光学ヘッドの移動方向に応じて例えば内周から
外周へ移動している場合（Ｓ１２）、＋Ａだけインクリメントされる（Ｓ１３）。この判
断のフローチャートを図７に示す。なおＡは任意の正の値である。
【００２５】
　なお、カウント差比較回路３５で行われる絶対値比較の判断は、第２のカウント差の絶
対値が明らかに第１のカウント差の絶対値よりも小さい、という判断を行ったほうがチャ
タリングなどを防ぐことができるので、単純な比較であってもかまわないし、（第１のカ
ウント差の絶対値－α）という値よりも第２のカウント差の絶対値が小さいかどうか、の
比較であってもかまわない。ここでαは正の値である。
【００２６】
　なお、具体的な数値として、システムクロックとして１３５ＭＨｚのクロックを用いて
、回転モータのエンコーダ出力が一周あたり１８パルス得られる信号であって、光学ヘッ
ドが内周付近にあって３０Ｈｚで光ディスクが回転している場合、ＦＧＣＮＴの値を７０
０とすれば、第１のＦＧ用クロック分周器の分周比ＦＧＤＩＶは３６０と設定される。３
０Ｈｚで回転しているディスクのＦＧエッジは５４０Ｈｚ（３０×１８）のパルス周波数
で到来し、１３５ＭＨｚのクロックを３６０分周した３７５０００Ｈｚのクロックでカウ
ントされ、結果として得られる第１のカウント差は６（７００－３７５０００／５４０）
となる。光学ヘッドが徐々に外周へ移動し、２９Ｈｚになったとすると、ＦＧエッジ到来
周波数は５２２Ｈｚとなる。このとき、第１のカウント差は－１８（７００－３７５００
０／５２２）となる。このとき第２のＦＧ用クロック分周器の分周比を３６８（３６０＋
８）としておくと第２のカウントクロックは３６６８４８Ｈｚであって、第２のカウント
差は－２（７００－３６６８４８／５２２）となり、絶対値は第２のカウント差の方が小
さくなる。この場合、第１のＦＧ用クロック分周器の分周比ＦＧＤＩＶは改めて３６８と
設定され、同時に第２のＦＧ用クロック分周器の分周比は３７６（３６８＋８）と設定さ
れるような制御定数の変更が実施される。
【００２７】
　図４は、本実施形態の第１又は第２のエッジ間隔測定器による回転制御のためのカウン
ト差検出方法の詳細を示す図である。入力されるエンコーダ信号は図に示すＦＧ信号のよ
うな方形波であり、この立ち上がりエッジ間隔がインターバルカウントクロックによって
カウントされる。このカウントは、所望の回転周期に相当するカウント初期値（ＦＧＣＮ
Ｔ）の値からダウンカウントすることで行われ、カウント差が検出される。カウント差が
ゼロであれば周波数が所望の周波数になっていることになる。カウント差がマイナスであ
れば、実際の回転数が所望の回転数より遅いことになる。
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【００２８】
　図６は、第１のエッジ間隔測定器と第２のエッジ間隔測定器の動作を示す図である。内
周から外周への光学ヘッドの移動を行っている場合、第２のエッジ間隔測定器では、第１
のエッジ間隔測定器よりも遅いインターバルカウントクロックでエッジ間隔がカウントさ
れる。このため、第１のエッジ間隔測定器の出力として得られるカウント差の絶対値が大
きな値となったとき、第２のエッジ間隔測定器の出力として得られるカウント差の絶対値
は、第１のエッジ間隔測定器のカウント差の絶対値よりも小さな値となる。このようなと
きに、図７のフローチャートに示すようなバックアップ回路の制御定数の変更が行われる
。
【００２９】
　図５は、光学ヘッドの半径位置に応じた、エンコーダ信号のエッジ間隔と再生信号に含
まれる回転同期信号の関係を示す図である。信号再生中は、回転線速一定となるように再
生信号に含まれる回転同期信号によって回転制御がされるので、半径位置に寄らず再生信
号から抽出される回転同期信号の周期は一定である。一方、回転モータのエンコーダ出力
は、光学ヘッドの半径位置に依存して、内周側であれば、回転モータが外周より高速で回
転するためエンコーダ出力のエッジ到来周期は（ａ）のように早くなる。この状態で第１
のエッジ間隔測定器２４のカウント差がゼロに近い値となるようにバックアップ回路が動
作している場合、徐々に光学ヘッドが外周側に移動すると、図５の（ｂ）のようにエンコ
ーダ信号の到来周期が遅くなり、カウント差は、絶対値の大きな値となってしまう。この
ようなタイミングではバックアップ回路の制御定数を変更すべきであり、図６に示した検
出動作によって制御定数の変更が行われる。
【００３０】
　ここで、制御定数の変更処理を図７のバックアップ回路の制御定数の変更フローチャー
トを用いて再び説明する。初めに第１のＦＧ用クロック分周器の分周比は、光学ヘッドの
半径位置に応じて設定される（Ｓ１１）。光学ヘッドの光学スポットが形成される光ディ
スクの情報記録層の属性に応じて光学ヘッドの移動方向が判断されるが、その移動方向に
応じて（Ｓ１３）、第２のＦＧ用クロック分周器３１の分周比が設定される（Ｓ１３，Ｓ
１４）。なおこの判断は、光ディスクの所定の領域に記録された属性情報を読み取ること
で行ってもかまわないし、光学ヘッドの駆動信号から判断してもかまわない。駆動信号か
ら判断する場合、光学ヘッドを移送する駆動信号のＤＣレベルがマイナスかプラスか、に
よって判断できる。上記のように、第１と第２のＦＧ用クロック分周器３１の分周比が設
定されると（Ｓ１３、Ｓ１４）、バックアップ回路は動作し、それぞれのカウント差を検
出してカウント差比較回路によって第１のカウント差と第２のカウント差の絶対値が比較
される（Ｓ１５）。この第２のカウント差の絶対値が第１のカウント差の絶対値より小さ
いと判断されると（Ｓ１６）、第１のＦＧ用クロック分周器の分周比は、第２のＦＧ用ク
ロック分周器３１の分周比に置き換えられる（Ｓ１７）。また同時に、第２のＦＧ用クロ
ック分周器３１の分周比は、置き換えられた第１のＦＧ用クロック分周器の分周比と光学
ヘッドの移動方向に応じて決定される。
【００３１】
　本実施形態のバックアップ機能では、このように再生信号系回転制御回路１８の状態を
自動的に判断して回転制御系回転制御回路（バックアップ回路）１９の制御定数を変化さ
せ、いつでも安定に遷移可能な状態にバックアップする。
【００３２】
　・切換部
　再生信号系回転制御回路１８の制御信号と、回転信号系回転制御回路１９の制御信号と
がそれぞれ切換部５９に供給される。切換部５９では、図８のフローチャートに示すよう
に、以下のような手順で最適のタイミングで制御信号を切り換えるものである。
【００３３】
　すなわち、図８において、目標アドレスへの光学ヘッド移動命令を受けると、まずは概
略目標とすべき半径位置に応じてエンコーダ系による回転制御が行われる（Ｓ２１）。こ
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のため、再生信号系回転制御回路（バックアップ回路）１８が動作し、回転モータを回転
制御する。そして、再生信号が得られると、再生信号信頼性判断回路１６によって再生信
号選択回路３に入力される信号の信頼性が判断される（Ｓ２２）。
【００３４】
　ここで、再生信号の信頼性の判断は、色々な方法があるが、例えば。ディスク上の欠陥
、再生信号処理系の異常動作があるかどうかを判断し、これらが検出されたときに信頼性
が低いと判断するという実施形態が好適であるが、これに限定されるものではない。
【００３５】
　ここで、信頼性が（所定値より）高いと判断されれば、再生信号での回転制御を行なう
べく、出力切換え器１１により、再生信号系出力演算回路１０からの再生信号による回転
制御に切換えられる（Ｓ２３）。
【００３６】
　更に、それ以降、再生信号信頼性判断回路１６により、再生信号の信頼性が（所定値よ
り）低くなった又はなくなったと判断された場合（Ｓ２４）、切換え判断回路１７によっ
て、出力切換え器１１が再生信号系回転制御回路（バックアップ回路）１８に切換えられ
（Ｓ２５）、エンコーダ系出力演算回路２９の出力が初期値等補償回路１２やオーバフロ
ー検出回路１３に入力され、フィルタ回路１４、制御出力回路１５を経て、回転モータ駆
動制御回路５５に出力されて、エンコーダ信号での回転制御がなされる（Ｓ２６）。その
後、再び、再生信号系回転制御回路（バックアップ回路）１９での回転駆動制御中に、再
生信号の信頼性が再び（所定値より）高くなれば（Ｓ２７）、再生信号による回転制御に
切換えられる（Ｓ２８）。
【００３７】
　これにより、再生信号による回転制御中に、常にバックアップ回路が光学ヘッド５２の
半径位置に応じた適切な制御定数で制御可能な状態で待機することで、再生信号の信頼性
が急に低下しても安定にバックアップ回路による回転制御に切換えることができる。結果
として、再生信号の信頼性が速やかに高くさせることが可能となり、光ディスクの回転制
御を安定した状態で確実に行なうことが可能となるものである。
【００３８】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係る光ディスク装置の回転制御回路の構成の一例を示すブ
ロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る光ディスク装置の全体構成を示す全体図。
【図３】本発明が適用されない光ディスク装置の回転制御回路の構成の一例を示すブロッ
ク図。
【図４】本発明の一実施形態に係る光ディスク装置の回転制御回路のエンコーダ信号の二
つのエッジ間隔を測定する際のタイミングの一例を示すタイミングチャート。
【図５】同じく、光学ヘッドの半径位置に応じたエンコーダ信号のエッジ間隔と再生信号
に含まれる回転同期信号との関係の一例を示すタイミングチャート。
【図６】同じく、第１のエッジ間隔測定器と第２のエッジ間隔測定器の動作の一例を示す
タイミングチャート。
【図７】同じく、光学ヘッド移動方向に応じて分周比を変更する際のフローチャート。
【図８】同じく、再生信号の信頼性に応じて出力を切り替える際のフローチャート。
【符号の説明】
【００４０】
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　１８…回転信号系回転制御回路、１９…再生信号系回転制御回路、５１…光ディスク、
５２…光学ヘッド、５３…再生信号処理回路、５４…回転制御回路、５５…回転モータ駆
動制御回路、５９…切換部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(12) JP 4130662 B2 2008.8.6

【図７】 【図８】
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